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１．洲本市国民健康保険事業の概要 
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国
⺠
健
康
保
険
の
概
要

洲
本
市

市
⺠
⽣
活
部

保
険
医
療
課

資
料
１
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国
⺠
健
康
保
険
（
国
保
）
と
は
︖

�
社
会
保
障
制
度
の
⼀
つ
で
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
保
険
者
と
し
て

運
営
す
る
医
療
保
険
制
度
で
す
。

�
国
⺠
健
康
保
険
の
加
入
者
は
、
職
場
の
健
康
保
険
（
協
会
け
ん
ぽ
、

健
康
保
険
組
合
、
共
済
組
合
）
の
加
入
者
、
7
5
歳
以
上
等
で
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
お
よ
び
⽣
活
保
護
を
受
け
て
い
る
⼈
以
外

の
方
と
な
り
ま
す
。

�
国
⺠
健
康
保
険
を
運
営
す
る
都
道
府
県
や
市
町
村
を
「
保
険
者
」
と

い
い
、
加
入
者
の
こ
と
を
「
被
保
険
者
」
と
い
い
ま
す
。

�
世
帯
主
が
ま
と
め
て
届
け
出
や
保
険
税
の
納
付
を
⾏
い
ま
す
が
、
世

帯
の
⼀
⼈
ひ
と
り
が
被
保
険
者
で
す
。

�
財
源
は
、
国
⺠
健
康
保
険
税
と
国
等
か
ら
の
交
付
⾦
で
す
。
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国
保
の
仕
組
み
【
全
体
イ
メ
ー
ジ
】

被
保
険
者
（
加
入
者
）

審
査
機
関
（
国
保
連
合
会
）

洲
本
市

兵
庫
県 ⑩

納
付
⾦

⑨
交
付
⾦

②
国
保
税
を

納
付

①
保
険
証
を

交
付

④
医
療
費

を
支
払
う

③
診
療
を
⾏
う

⑤
医
療
費
を
請
求

⑦
国
保
連
合
会
を
通
じ

て
医
療
費
を
支
払
う

⑧ 交 付 ⾦

⑥
審
査
結
果
を
報
告

保
険
者

国

医
療
機
関

納
付
⾦
の
財
源
は
、
国
･県
か

ら
の
交
付
⾦
と
国
保
税
な
ど
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国
保
税
に
つ
い
て
①

4
0
歳
未
満
の
方

Ａ
医
療
分

Ｂ
支
援
分

4
0
歳
〜
6
4
歳
の
方

Ａ
医
療
分

Ｂ
支
援
分

Ｃ
介
護
分

6
5
歳
〜
7
4
歳
の
方

Ａ
医
療
分

Ｂ
支
援
分

※
介
護
納
付
⾦
分
は
介
護
保

険
料
と
し
て
別
に
納
め
ま
す

�
国
保
税
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
負
担
す
る
保
険
税
が
異
な
り
ま
す
。

Ａ
医
療
給
付
分
（
医
療
分
）

Ｂ
後
期
高
齢
者
支
援
⾦
等
分
（
支
援
分
）

Ｃ
介
護
納
付
⾦
分
（
介
護
分
）

の
合
計
額
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�
医
療
分
、
支
援
分
、
介
護
分
は
、
下
記
の
項
目
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
合
計
額
が
世
帯
ご
と

の
年
間
保
険
税
額
と
な
り
ま
す
。

①
所
得
割

世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の
前
年
所
得
に
応
じ
て
計
算

②
均
等
割

世
帯
の
被
保
険
者
数
に
応
じ
て
計
算

③
平
等
割

１
世
帯
あ
た
り
の
額

A
医
療
分

①
所
得
割
額

②
均
等
割
額

③
平
等
割
額

B
支
援
分

①
所
得
割
額

②
均
等
割
額

③
平
等
割
額

C
介
護
分

①
所
得
割
額

②
均
等
割
額

③
平
等
割
額

世
帯
ご
と
の

年
間
保
険
税
額

国
保
税
に
つ
い
て
②
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Ａ
医
療
分

Ｂ
支
援
分

Ｃ
介
護
分

①
所
得
割

基
準
所
得
額
×
6
.9
0
％

＝
Ａ
①

基
準
所
得
額
×
3
.0
0
％

＝
Ｂ
①

基
準
所
得
額
×
2
.7
0
％

＝
Ｃ
①

②
均
等
割

加
入
者
数
×
2
6
,5
0
0
円

＝
Ａ
②

加
入
者
数
×
1
0
,2
0
0
円

＝
Ｂ
②

加
入
者
数
×
1
1
,8
0
0
円

＝
Ｃ
②

③
平
等
割

１
世
帯
1
9
,0
0
0
円

＝
Ａ
③

１
世
帯

7
,5
0
0
円

＝
Ｂ
③

１
世
帯
5
,5
0
0
円

＝
Ｃ
③

計
Ａ
①

+
Ａ
②

+
Ａ
③
＝

1
年
間
の
医
療
分
国
保
税

(最
高
限
度
額

6
5
万
円

)

Ｂ
①
+
Ｂ
②
+
Ｂ
③
＝

1
年
間
の
支
援
分
国
保
税

(最
高
限
度
額

2
4
万
円
)

Ｃ
①
+
Ｃ
②
+
Ｃ
③
＝

1
年
間
の
介
護
分
国
保
税

(最
高
限
度
額

1
7
万
円
)

�
税
率
は
市
町
村
ご
と
に
異
な
り
、
毎
年
⾒
直
し
を
⾏
い
ま
す
。

�
令
和
６
年
度
の
洲
本
市
国
保
税
は
、
下
記
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
合
計
額
で
す
。

洲
本
市
の
国
保
税

支
援
分
︓

R
5
⇒

R
6

2
2
万
⇒

2
4
万
円
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国
保
財
政
の
し
く
み
（
H
3
0
年
度
〜
）

�
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
り
、
市
町
村
ご
と
の
国
保
事
業
費
納
付
⾦
の

額
の
決
定
や
、
保
険
給
付
に
必
要
な
費
用
を
、
全
額
、
市
町
村
に
対
し
て
支
払
う
（
保

険
給
付
費
等
交
付
⾦
の
交
付
）
こ
と
に
よ
り
、
国
保
財
政
の
「
入
り
」
と
「
出
」
を
管

理
し
ま
す
。

�
市
町
村
は
、
都
道
府
県
が
市
町
村
ご
と
に
決
定
し
た
納
付
⾦
を
都
道
府
県
に
納
付
し
、

兵
庫
県
が
算
定
し
た
標
準
保
険
料
率
を
参
考
に
、
保
険
税
率
を
決
定
し
ま
す
。

保
険
給
付
に
必
要
な
費
用
を
支
払
い

（
保
険
給
付
費
等
交
付
⾦
の
交
付
）

市
町
村

国
保
運
営
方
針

(県
内
の
統
⼀
的
方
針
)

市
町
村

市
町
村

事
業
納
付
⾦
を
納
付

都
道
府
県

【
改
革
後
】
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県
・
市
・
運
営
協
議
会
の
主
な
役
割

兵
庫
県

洲
本
市

財
政
運
営

財
政
運
営
の
責
任
主
体

市
町
村
が
支
払
う
国
保
事
業
納
付

⾦
の
決
定

財
政
安
定
化
基
⾦
の
設
置
、
運
営

国
保
事
業
費
納
付
⾦
を
兵
庫
県
に

納
付

保
険
税
(料

)の
決
定

賦
課
・
徴
収

標
準
的
な
算
定
方
法
等
に
よ
り
、

市
町
村
ご
と
の
標
準
保
険
料
率
を

算
定
・
公
表

標
準
保
険
料
率
等
を
参
考
に
保
険

税
率
を
決
定

保
険
税
の
賦
課
・
徴
収

資
格
管
理

国
保
運
営
方
針
に
基
づ
き
、
事
務

の
効
率
化
、
標
準
化
、
広
域
化
を

推
進

地
域
住
⺠
と
の
⾝
近
な
関
係
の
中
、

資
格
管
理
（
被
保
険
者
証
等
の
発

⾏
）

保
険
給
付

給
付
に
必
要
な
費
用
を
、
全
額
、

市
町
村
に
支
払
い

保
険
給
付
の
決
定
、
支
給

保
健
事
業

市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
助
言
・

支
援

特
定
健
診
な
ど
の
保
健
事
業
の
実

施

諮 問 答 申

国 ⺠ 健 康 保 険 事 業 の 運 営 に 関 す る 審 議

洲 本 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会

（ 国 ⺠ 健 康 保 険 法 第 十 ⼀ 条 ）
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被保険者数等
令和３年度平均 令和４年度平均 令和５年度平均

国保世帯数 6,491 6,305 5,998
国保被保険者数 10,165 9,754 9,141
　一般被保険者 10,165 9,754 9,141
　退職被保険者等 0 0 0
介護2号被保険者数 3,039 2,988 2,846

国⺠健康保険税率の推移
○医療分

令和４年度 令和５年度 令和６年度
所得割 6.90% 6.90% 6.90%
均等割 26,500円 26,500円 26,500円
平等割 19,000円 19,000円 19,000円
賦課限度額 650,000円 650,000円 650,000円

○後期⾼齢者⽀援⾦等分
令和４年度 令和５年度 令和６年度

所得割 3.00% 3.00% 3.00%
均等割 10,200円 10,200円 10,200円
平等割 7,500円 7,500円 7,500円
賦課限度額 200,000円 220,000円 240,000

○介護納付⾦分
令和４年度 令和５年度 令和６年度

所得割 2.70% 2.70% 2.70%
均等割 11,800円 11,800円 11,800円
平等割 5,500円 5,500円 5,500円
賦課限度額 170,000円 170,000円 170,000円

国⺠健康保険税収納率
○現年度分

令和３年度 令和４年度 令和５年度⾒込
一般被保険者 97.07% 96.75% 96.76%
退職被保険者等 ー ー ー
計 97.07% 96.75% 96.76%

○過年度分
令和３年度 令和４年度 令和５年度⾒込

一般被保険者 31.41% 28.45% 24.81%
退職被保険者等 59.53% 37.92% 44.38%
計 31.65% 28.49% 24.88%

一⼈あたり医療費
令和３年度 令和４年度 令和５年度⾒込

一般被保険者 438,568 452,922 453,071
退職被保険者 ー ー ー

洲本市国⺠健康保険事業の状況
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２．洲本市国民健康保険特別会計（事業勘定）決算見込 
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科  目 令和５年度 令和４年度
前年度⽐
５ʼ→４ʼ

国⺠健康保険税 890,180,989 977,380,104 △8.9%
⼀部負担⾦ 0 0
使⽤料及び⼿数料 466,717 692,936 △32.6%
国庫⽀出⾦ 38,000 0 皆増
県⽀出⾦ 3,736,719,120 3,983,428,642 △6.2%
財産運⽤収入 796,778 773,546 3.0%
⼀般会計繰入⾦ 412,804,934 437,570,972 △5.7%
諸収入 57,535,769 56,683,385 1.5%

5,098,542,307 5,456,529,585 △6.6%
療養給付費還付分 △ 23,703,641 △ 23,075,956

小 計（ａ） 5,074,838,666 5,433,453,629
基⾦繰入⾦ 30,000,000 0 皆増
繰越⾦ 105,102,462 78,193,549 34.4%

歳入合計（Ａ） 5,233,644,769 5,534,723,134 △5.4%

総務費 54,632,602 63,311,116 △13.7%
保険給付費 3,582,703,738 3,815,633,240 △6.1%
国⺠健康保険事業費納付⾦ 1,417,628,307 1,425,575,143 △0.6%
保健事業費 35,551,231 34,464,503 3.2%
諸⽀出⾦ 41,650,145 46,012,670 △9.5%
公債費 0 0
予備費 0 0

5,132,166,023 5,384,996,672 △4.7%
療養給付費還付分 △ 23,703,641 △ 23,075,956

小 計（ｂ） 5,108,462,382 5,361,920,716
基⾦積⽴⾦ 40,000,000 44,624,000 △10.4%

歳出合計（Ｂ） 5,172,166,023 5,429,620,672 △4.7%

翌年度へ繰り越すべき財源 61,478,746 105,102,462 △41.5%

61,478,746 105,102,462

△ 33,623,716 71,532,913

基⾦保有額 778,967,560 768,967,560

収
⽀
差
引
額

収⽀差引額
（Ａ－Ｂ）

単年度収⽀差引額
（ａーｂ）

洲本市国⺠健康保険特別会計(事業勘定)決算⾒込

歳
 
入 小 計

単年度収
⽀計算⽤

歳
 
出

小 計
単年度収
⽀計算⽤

資料5－１
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令和５年度歳⼊・歳出の主な割合

国⺠健康保険税
17.0%

一部負担金
0.0%

使用料及び手数料
0.0%

国庫支出金
0.0%

県支出金
71.4%

財産運用収入
0.0%

一般会計繰入金
7.9%

諸収入
1.1%

基金繰入金
0.6%

繰越金
2.0%

【 歳 入 】

総務費
1.1%

保険給付費
69.3%

国⺠健康保険
事業費納付金

27.4%

保健事業費
0.7%

諸支出金
0.8%

公債費
0.0%

基金積立金
0.8%

【 歳 出 】

資料２－２
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３．洲本市国民健康保険診療所の状況（令和５年度実績）

及び 令和５年度国民健康保険特別会計・直営診療施

設勘定決算見込 
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資料３－１

１．上灘診療所（令和3年度より、診察日を毎週木曜日から毎月第1・3木曜日に変更）
（単位：人）

入院患者数 １日平均 医療保険分 介護保険分 計 １日平均
令和５年度 ── ── 59 ── 59 2.7
令和４年度 ── ── 82 ── 82 3.7

増減 ── ── -23 ── -23 -1.0

２．五色診療所（令和元年3月31日入院業務休止、令和6年3月31日全病床廃止）
（単位：人）

入院患者数 １日平均 医療保険分 介護保険分 計 １日平均
令和５年度 ── ── 7,918 2,863 10,781 44.7
令和４年度 ── ── 8,648 2,776 11,424 47.0

増減 ── ── -730 87 -643 -2.3

３．堺診療所
（単位：人）

入院患者数 １日平均 医療保険分 介護保険分 計 １日平均
令和５年度 ── ── 1,026 ── 1,026 11.2
令和４年度 ── ── 1,107 ── 1,107 11.8

増減 ── ── -81 ── -81 -0.6

区　　分
入　　院 外　　　　来

区　　分
入　　院

洲本市国民健康保険診療所の状況（令和５年度実績）　

区　　分
外　　　　来入　　院

外　　　　来
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資
料

３
－

２

【
歳

入
】

（
単

位
：

千
円

）

款
名

　
　

称
予

算
額

決
算

額
比

較
予

算
額

決
算

額
比

較
予

算
額

決
算

額
比

較
予

算
額

決
算

額
比

較

5
診

療
収

入
1
3
0
,
0
6
8

1
2
6
,
5
0
2

-
3
,
5
6
6

1
,
1
7
5

5
5
4

-
6
2
1

1
1
6
,
4
7
4

1
1
5
,
4
3
5

-
1
,
0
3
9

1
2
,
4
1
9

1
0
,
5
1
3

-
1
,
9
0
6

1
5

使
用

料
及

び
手

数
料

1
,
0
8
4

6
1
6

-
4
6
8

1
0

-
1
0

9
7
8

5
2
4

-
4
5
4

9
6

9
2

-
4

1
6

県
支

出
金

3
,
3
0
0

3
,
3
0
0

3
,
3
0
0

3
,
3
0
0

1
8

財
産

収
入

1
,
5
0
1

1
,
5
0
1

1
,
5
0
1

1
,
5
0
1

2
0

繰
入

金
8
6
,
4
8
2

7
1
,
7
3
7

-
1
4
,
7
4
5

5
0
0

-
5
0
0

8
3
,
7
9
2

7
0
,
5
4
8

-
1
3
,
2
4
4

2
,
1
9
0

1
,
1
8
9

-
1
,
0
0
1

3
0

諸
収

入
2
5
,
7
5
2

2
2
,
0
1
1

-
3
,
7
4
1

1
2
1

5
9
9

4
7
8

2
4
,
9
2
0

2
0
,
4
8
0

-
4
,
4
4
0

7
1
1

9
3
2

2
2
1

3
5

市
債

1
5
,
2
0
0

1
4
,
5
0
0

-
7
0
0

9
,
0
0
0

8
,
5
0
0

-
5
0
0

6
,
2
0
0

6
,
0
0
0

-
2
0
0

2
6
3
,
3
8
7

2
4
0
,
1
6
7

-
2
3
,
2
2
0

1
,
8
0
6

1
,
1
5
3

-
6
5
3

2
3
9
,
9
6
5

2
2
0
,
2
8
8

-
1
9
,
6
7
7

2
1
,
6
1
6

1
8
,
7
2
6

-
2
,
8
9
0

【
歳

出
】

（
単

位
：

千
円

）

款
名

　
　

称
予

算
額

決
算

額
比

較
予

算
額

決
算

額
比

較
予

算
額

決
算

額
比

較
予

算
額

決
算

額
比

較

1
0

総
務

費
1
8
7
,
4
9
4

1
7
9
,
8
1
1

-
7
,
6
8
3

1
,
0
0
8

7
9
9

-
2
0
9

1
7
8
,
5
2
1

1
7
1
,
1
7
6

-
7
,
3
4
5

7
,
9
6
5

7
,
8
3
6

-
1
2
9

1
5

医
業

費
6
8
,
1
4
8

5
4
,
7
5
2

-
1
3
,
3
9
6

7
4
8

2
5
9

-
4
8
9

5
4
,
8
5
0

4
4
,
9
4
9

-
9
,
9
0
1

1
2
,
5
5
0

9
,
5
4
4

-
3
,
0
0
6

3
0

基
金

積
立

金
1

1
1

1

3
5

公
債

費
5
,
6
9
3

5
,
6
0
3

-
9
0

5
,
5
9
2

5
,
5
0
3

-
8
9

1
0
1

1
0
0

-
1

4
0

諸
支

出
金

1
-
1

1
-
1

9
5

予
備

費
2
,
0
5
0

-
2
,
0
5
0

5
0

-
5
0

1
,
0
0
0

-
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

-
1
,
0
0
0

2
6
3
,
3
8
7

2
4
0
,
1
6
7

-
2
3
,
2
2
0

1
,
8
0
6

1
,
0
5
8

-
7
4
8

2
3
9
,
9
6
5

2
2
1
,
6
2
9

-
1
8
,
3
3
6

2
1
,
6
1
6

1
7
,
4
8
0

-
4
,
1
3
6

歳
出

合
計

会
計

全
体

会
計

全
体

科
目

名

科
目

名

令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
・
直
営
診
療
施
設
勘
定
決
算
見
込

歳
入

合
計

上
灘

診
療

所
五

色
診

療
所

堺
診

療
所

上
灘

診
療

所
五

色
診

療
所

堺
診

療
所

− 17 −



 

− 18 −



 

 

 

 

 

４．洲本市国民健康保険 第 3 期データヘルス計画・第 4 期

特定健康診査等実施計画 －概要版－  

− 19 −



 1

 
洲本市国⺠健康保険 

第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画 
- 概要版 - 

 
 

1  計画の概要（本紙第1章・第６章） 

（1） 計画の趣旨 
洲本市では、被保険者の健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、健康の保持
増進、生活の質（QOL）の維持及び向上を図り、結果として医療費の適正化にも資することを目的とし、デ
ータヘルス計画を策定し保健事業の実施、評価、改善等を⾏うこととする。 

（2） 計画の期間 
本計画の期間は、令和６年度（2024）から令和11年度（2029）までの６年間とする。 

（3） 実施体制 
洲本市では、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図るために、国保部局が中⼼とな
って、関係部局や関係機関の協⼒を得て、保険者の健康課題を分析し、計画を策定する。計画策定後は、計
画に基づき効果的・効率的な保健事業を実施して、個別の保健事業の評価や計画の評価をし、必要に応じて
計画の⾒直しや次期計画に反映させる。また、後期⾼齢者医療部局や介護保険部局、生活保護部局（福祉事
務所等）と連携してそれぞれの健康課題を共有するとともに、後期⾼齢者や生活保護受給者の健康課題も踏
まえて保健事業を展開する。 

（4） 評価・⾒直し 
最終年度となる令和11（2029）年度に評価・⾒直しを⾏うほか、中間時点等計画期間途中に進捗確認及び中
間評価を実施する。 

  

資料４ 
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2  前期計画の評価（本紙第1章） 

各事業の達成状況について、達成状況「A」の事業は「慢性腎臓病（CKD）・糖尿病性腎臓病（DKD）予防事
業」であり、「B」の事業は「特定健診未受診者対策」「特定保健指導未利⽤者対策」「特定保健指導実施率
向上対策事業」「30歳代健診事業」「早期介入保健指導事業」「個別支援による重症化予防事業」「集団支
援（ヘルスアップ教室）による生活習慣病の発症・重症化予防事業」「医療費適正化対策」であった。 
また、各事業の継続については、「集団支援(ヘルスアップ教室)による重症化予防事業」は⾒直しを⾏ったう
えで継続とし、その他の事業については引き続き継続して実施する。 
 

個別目的 対応する個別保健事業 達成状況 
（A,B,C,D,E） 

継続可否 

生活習慣病のリスク
未把握者が多い 
（特定健診未受診者
が多い） 
/生活習慣病のリス
ク未把握者を減らす 

• 特定健診未受診者対策 

• 30歳代健診事業 

• Ｂ 

• Ｂ 

• 継続 

• 継続 

メタボ該当・予備群
が多い 
/メタボ該当者及び
予備軍を減らす 

• 特定保健指導未利⽤者対策 

• 特定保健指導実施率向上対策事業 

• 早期介入保健指導事業 

• 集団支援(ヘルスアップ教室)による

重症化予防事業 

• Ｂ 

• Ｂ 

• Ｂ 

• Ｂ 

• 継続 

• 継続 

• 継続 

• 多少の⾒直し

必要 

受診勧奨値を超える
人が多い（血糖・血
圧・脂質） 
/受診勧奨値を超え
る人を減らす 

• 慢性腎臓病（CKD）・糖尿病性腎

臓病（DKD）予防事業 

• 個別支援による重症化予防事業 

• Ａ 

 

• Ｂ 

• 継続 

 

• 継続 

 

後発医薬品の普及割
合が低い 
/後発医薬品の普及
割合を上げる 

• 医療費適正化対策 • Ｂ • 継続 
 

 
※Ａ︓目標を達成、Ｂ︓目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、Ｃ︓目標は達成できなかった
が、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 

  

− 21 −



 3

 

3  国⺠健康保険の現状（本紙第２章・第3章）  

 

 
  

被保険者の構成 
男⼥別の被保険者構成割合は、男性では70-74歳の割合が最も多く被保険者の14.6%を占める。⼥性も同様に70-74歳の
割合が最も多く被保険者の16.5%を占める。 

 
本紙図表2-2-1-3︓令和4年度被保険者構成割合（男⼥別・年代別） 

【出典】KDB帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度 

医療費総額の経年変化 
令和4年度の医療費総額は約41億9,867万円であり、平成30年度と⽐較して医療費は減少している。令和4年度における総
医療費に占める外来・⻭科医療費の割合は平成30年度と⽐較して減少している⼀⽅、入院医療費の割合は平成30年度と⽐
較して増加している。⼀人当たり医療費は県・国と⽐較すると⾼く、平成30年度と⽐較して増加している。 

 
本紙図表3-2-2-1︓医療費総額の経年変化 

 
【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計 
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特定健診受診率の経年変化 
令和4年度の特定健診において、対象者数は7,135人、受診者数は2,731人、特定健診受診率は38.3%であり、平成30年度
と⽐較して県より増加している。 

 
図表3-4-1-1︓特定健診受診率の経年変化・他保険者との⽐較 

 
【出典】実績値︓厚生労働省 2018年度から 2021年度特定健診・保健指導実施状況（保険者別） 

TKCA013 令和4年度 

有所⾒者割合 
令和4年度の特定健診受診者の有所⾒者の状況は、県・国と⽐較して「中性脂肪」「空腹時血糖」「尿酸」「収縮期血圧」
「LDL-C」「eGFR」の有所⾒率が⾼い。 

 
本紙図表3-4-2-1︓令和4年度有所⾒者割合 

 
【出典】KDB帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式５－２） 平成30年度・令和4年度 
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メタボリックシンドローム該当者・予備群割合 
令和4年度の特定健診受診者のメタボリックシンドロームの状況において、メタボリックシンドローム該当者（以下、メタ
ボ該当者という。）は525人で、特定健診受診者（2,738人）における該当者割合は19.2%で、該当者割合は国より低い
が、県より⾼い。メタボリックシンドローム予備群該当者（以下、メタボ予備群該当者という。）は245人で、特定健診受
診者における該当者割合は8.9%で、該当者割合は国・県より低い。また、経年でみると、メタボ該当者の割合は増加して
いる⼀⽅で、予備群該当者の割合は横ばいとなっている。 

 
本紙図表3-4-3-1︓メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（他保険者との⽐較） 

  
【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計 

※図表3-4-1-1と図表3-4-3-1における対象者数・実施者数のずれは法定報告値とKDB帳票の差によるもの 

391 436 
512 545 525 

14.2 15

18.8 19.3 19.2

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

600

（％）
（人）

メタボ該当者

人数（市） 割合（市）

割合（県） 割合（国）

239 

253 

224 

249 245 

8.7

8.7

8.2

8.8

8.9

0

2

4

6

8

10

12

200

210

220

230

240

250

260

（％）（人）

メタボ予備群

人数（市） 割合（市）

割合（県） 割合（国）

− 24 −



 6

 
 
 

4  第3期データヘルス計画で取り組むべき課題（本紙第4章） 

第２期データヘルス計画を踏まえ、現状分析の結果⾒えてきた課題を⽰します。いずれの課題もデータヘルス計
画全体の目的である健康増進と保険者として努めるべき医療費適正化に必要な課題です。 

 

課題 現状分析からの示唆 
特定健診受診率が低い 特定健診受診率を⾼めることで、メタボリックシンドローム該当者や糖

尿病・⾼血圧症の疑いのある対象者を把握し、対象者に保健指導や医療
などの生活習慣病発症予防・重症化予防に必要な支援を提供することが
できます。 
第２期の取組により特定健診受診率はH30年度の33.4％からR4年度の3
7.8％へと増加していますが、目標値である60%に到達していません。
引き続き第3期においても特定健診受診率を向上させる取組が必要である
と考えます。 

メタボリックシンドローム該当・予備
群該当者割合が大きい 
 
 

肥満に加え、⾼血圧・⾼血糖・脂質異常などに複数該当する状態をメタ
ボリックシンドロームと呼びます。メタボリックシンドロームは、脳血
管障害・⼼疾患・腎不全など重篤な疾患の発症の危険性を⾼めるため、
保健指導の活⽤や医療機関の受診とともに、生活習慣を改善していくこ
とが必要です。 
本市のメタボリックシンドロームの該当者は519人（19.2%）、予備群
は241人（8.9%）であり、H30年と⽐較すると、その割合は男⼥ともに
増加しています。特に、男性のメタボ該当者の割合が⼥性の3倍以上とな
っており、引き続き第3期で取組みが必要な健康課題です。 

重症化リスクの⾼い者が多い ⾼血圧・⾼血糖・脂質異常などの異常値は、脳血管障害・⼼疾患・腎不
全など重篤な疾患の発症に繋がります。 
本市における⾼血圧・⾼血糖・脂質異常などで受診勧奨判定値を超える
者の割合は、県・国と⽐べてやや⾼く、特に受診勧奨判定値を超える場
合は医療機関への受診が必要です。 
重症化リスクの⾼い未治療者や治療中断者、医療機関受診者に対して、
受診勧奨やかかりつけ医と連携した取組を第3期計画においても継続し、
新規透析患者数の減少と⼼血管疾患の発症や進⾏を予防することが重要
であると考えます。 

後発医薬品の使⽤割合が低い 後発医薬品は、先発医薬品と同等ながら安価であるため、使⽤すること
で費⽤負担が軽減され、患者が継続的な治療を受けることができるとと
もに、医療保険財政の改善につながります。 
後発医薬品の普及率はH30年度の69.5％からR3年度の71.4％へと改善
しているものの、目標値である80.0%に到達しておらず、引き続き第3
期の課題として取組みを続けます。 
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5  第3期データヘルス計画全体の整理（本紙第4章） 

（1） 第3期データヘルス計画の大目的 

（2） 個別目的と対応する個別保健事業 

個別目的 指標 
目標値 

（現状値） 
対応する個別保健事業 

生活習慣病のリスク
未把握者を減らす 

特定健診受診者の
割合 

60.0％ 
（38.3％） 

- 特定健康診査・特定健康診査未受診者勧奨対策事業 
- 30歳代健診事業 

メタボ該当者及び予
備軍を減らす 

メタボリックシン
ドロームの該当者
及び予備軍の割合 

20.0％ 
（28.1％） 

- 特定保健指導未利⽤者勧奨対策 
- 特定保健指導事業 
- 早期介入保健指導事業 
- JNAグループ支援プログラムに基づく重症化予防事業 

受診勧奨値を超える
人を減らす 

受診勧奨判定値 
50.0％ 

（56.7％） 
- 慢性腎臓病（CKD）・糖尿病性腎臓病（DKD）予防事業 
- Ⅲ度⾼血圧症重症化予防事業 

後発医薬品の普及割
合を上げる 

後発医薬品の普及
割合 

80.0％ 
（71.9％） 

- 医療費適正化対策事業 

 

6  特定健康診査等実施計画の事業内容と目標値（本紙第9章） 

40歳以上の被保険者を対象に、糖尿病等内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する健康診査（特定健康
診査）を実施する。また、特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導対象者を 特定し、生活習慣や検査値
が改善されるように、専門職による保健指導を⾏う。 
 

 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

特定健診受診率 40.0% 44.0% 48.0% 52.0% 56.0% 60.0% 

特定保健指導実施率 45.0% 48.0% 51.0% 54.0% 57.0% 60.0% 

 

大目的 
特定健診有所⾒率から⾼血糖（血糖・HbA1c）、⾼血圧（収縮期血圧・拡張期血圧）、 脂質異常症（中性脂肪・HDLコレ
ステロール・LDLコレステロール）に着目し、それぞれの有所⾒率を減少させるとともに、県の数値に近づけることを目
標とします。また、特定健康診査の実施率を向上させることにより、メタボリックシンドローム該当者・予備群対象者に
早期介入する事で生活習慣病の重症化予防を図り、1 人当たり医療費を県に近づけることを目標とします。また、それら
の目的の達成のため、大目的に紐づく個別目的を下記に設定しております。 

本紙図表9-3-2-1︓特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値 
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５．１２月２日以降における保険証の種類の変更について 
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１２月２日以降における保険証の種類の変更について 

【現行】 

種類 対象者 窓口での自己負担割合 

被保険者証（通常証） 通常の世帯 ２割または３割 

短期被保険者証 国保税の滞納はあるが、納付計画や分

納を履行している世帯等 

２割または３割 

 

資格証明書 

 

国保税の滞納があり、納付する十分な

能力があるが、納付相談または指導に

一向に応じない世帯等 

１０割 

 
【マイナ保険証一体化後】令和６年１２月２日以降 

種類 対象者 窓口での自己負担割合 

マイナンバーカード マイナ保険証取得者 ２割、３割または１０割 

資格確認書 マイナ保険証未取得者 ２割、３割または１０割 

令和６年１２月１日時点で有効な保険証は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のあ

る有効期限まで使用することが可能です。 

※令和６年８月１日～令和６年１２月１日に発行する保険証・・・令和７年７月３１日の有効期限まで使用可

能。 

 

 
マイナ保険証一体化後の運用フローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※特別療養費の対象者「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」 

国保税に滞納がある場合、特別の事情があると認められる場合を除き、医療機関窓口で医療費を全額１０割支払った後、後日申請により保

険給付分（８割または 7 割）として特別療養費を支給します。 

保険証利用 

未登録 

国保被保険者 

マイナンバーカードなし マイナンバーカードあり 

保険証利用 

登録済 

マイナ保険証 

２割、３割又は１０割※ 

資格確認書（紙にて交付） 

２割、３割又は１０割※ 

資料５ 
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別添１ 様式例：必須記載事項のみ（カード型） 

（表 面） 

○ ○ 都 道 府 県 

国 民 健 康 保 険 

資 格 確 認 書 

有効期限  年  月  日    

発効期日  年  月  日    

 

     記 号                番 号       （枝番） 

     氏 名                性 別 

     生 年 月 日      年  月  日   負担割合  割 

     適用開始年月日      年  月  日 

     交 付 年 月 日      年  月  日 

世帯主氏名 

     住 所 

     保険者番号               

     交 付 者 名                        印 

（裏 面） 

  

備 考   
  

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます。記入する場合は、１から３までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 １．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 ２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 ３．私は、臓器を提供しません。 

 《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎
じん

臓・膵
すい

臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                           〕 

 署名年月日：    年   月   日 

 本人署名（自筆）：             家族署名（自筆）：         
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別添２ 様式例：必須記載事項のみ（カード型）(特別療養費)  

（表 面） 

○ ○ 都 道 府 県 

国 民 健 康 保 険 

資 格 確 認 書 

有効期限  年  月  日    

 

（ 特 別 療 養 ） 

 

     記 号                  番 号    （枝番） 

     氏 名                  性 別 

     生 年 月 日               年  月  日 

     適用開始年月日               年  月  日 

     交 付 年 月 日               年  月  日 

     世帯主氏名 

     住 所 

     保険者番号               

     交 付 者 名                        印 

（裏 面） 

注意事項 

この証で診療を受けるときは、診療費用の全額を支払ってください。 

 

備 考   
  

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます。記入する場合は、１から３までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 １．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 ２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 ３．私は、臓器を提供しません。 

 《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎
じん

臓・膵
すい

臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                           〕 

 署名年月日：    年   月   日 

 本人署名（自筆）：             家族署名（自筆）：         

− 30 −


